
国民健康保険事業勘定特別会計繰出金                               

１．国民健康保険事業勘定特別会計への繰出し 

国民健康保険は、健康保険、国家公務員共済組合等の被用者保険、後期高齢者医療制度の適用を受けない市民を

対象として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とした制度である。 

この国民健康保険の財源として、被保険者からの保険料、国庫支出金、府支出金などが挙げられる。なお、当該

事業からは、国民健康保険事業勘定特別会計※繰出金として、国民健康保険の事務の執行に要する経費や出産育児

一時金に係る経費並びに国民健康保険財政の健全化のために要する経費等についてその所要額の繰出しを行った。 

 

  ※ 国民健康保険事業勘定特別会計 

･･･ 市町村における国民健康保険事業を行うための費用を一般会計と区分して経理するために設けられ、保険 

料等の歳入及び保険給付費等の歳出を経理する特別会計のこと。 

   

２．国民健康保険事業勘定特別会計繰出金の算出方法 

平成２７年度においては、下記のとおり繰出しを行った。 

 

歳入                                         （単位：千円） 

区  分 Ｈ２７ Ｈ２６ 備  考 

手数料 １，１８９ ８１２ 督促手数料など 

国・府支出金 ４，７９９ １，４６０ 調整交付金（特別）など 

財産収入 ２ ２ 基金利子収入 

市預金利子 ４８ ５１  

合  計（Ａ） ６，０３８ ２，３２５  

 

歳出                                         （単位：千円） 

区  分 Ｈ２７ Ｈ２６ 備  考 

一般管理費 １０２，８６５  １０２，１７８ 人件費、役務費、委託料など 

連合会負担金 ２，２７７ ２，３０１  

賦課徴収費 ８３，４８６ ７８，２２５ 人件費、報酬、委託料など 

その他 １,０４６ １，３０６ 運営協議会報酬など 

合  計（Ｂ） １８９，６７４ １８４，０１０  

 

その他                                        （単位：千円） 

区  分 Ｈ２７ Ｈ２６ 備  考 

出産育児一時金 ２６，４２６ ３０，５２１ 一時金支給の３分の２相当 

財政安定化支援 ２８，６８２ ３９，０２０ 普通交付税算入分 

国庫補助削減補填分 １０，２４３ １１，０６９ 医療助成実施に伴う国庫補助削減分の補填 

合  計（Ｃ） ６５，３５１ ８０，６１０  

 

 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金                          （単位：千円） 

区  分 Ｈ２７ Ｈ２６ 備  考 

（Ｂ）－（Ａ） ＋ （Ｃ） ２４８，９８７ ２６２，２９５  

   


